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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年２月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２２年４月６日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲港南南東方沖 

 花咲灯台から真方位１５７°２,７００ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１５.４′ 東経１４５°３６.１′） 

事故調査の経過  平成２２年４月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第１８幸洋
こうよう

丸、１８.４５トン 

   ＨＫ２－２００３２（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.００ｍ（Lr）×３.６９ｍ×１.２６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５７年９月 

Ｂ 漁船 第５共 栄
きょうえい

丸、０.４トン 

   ＨＫ３－１１６６８０（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.０４ｍ（Lr）×１.５６ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、漁船法馬力数３０、昭和６２年７月 

 乗組員等に関する情報 船長兼船舶所有者Ａ 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５７年２月４日 

免許証交付日 平成１８年８月１７日 

（平成２４年５月１４日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ３６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成５年７月９日 

免許証交付日 平成１９年１２月６日 

（平成２５年７月８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂほか甲板員２人が乗り組み、Ｂ船

をえい
・ ・

航して花咲港を出港し、花咲港南南東方沖に設置されたコマイ底建

網施設（以下「漁業施設」という。）に到着したのち、甲板員Ａ及び甲板員

Ｂが移乗したＢ船と共に漁業施設の手網部分（以下「手網」という。）の網

入れ作業を行った。 

 Ｂ船は、Ａ船の船尾から繰り出された手網を移動しながら敷設するた

め、漁業施設の型ロープと呼ばれるボンデンで水面上に浮かせたロープ

（以下「型ロープ」という。）に一端を取り付け、他端に土俵を取り付けて
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海中に投げ入れて張られた仮のし
．．

と呼ばれる約３００ｍの移動用ロープ

（以下「ロープＡ」という。）を左舷側に平行にはわせて左舷船尾部の突起

物に掛けるとともに、ロープＡを船内の手すりの２か所にロープで結び付

けて船体に固定した状態で作業を行った。 

 Ｂ船は、左舷側に投入した手網に取り付けられ、Ａ船から繰り出された

「ガンタ」と呼ばれるロープ（以下「ロープＢ」という。）を引き揚げて滑

車を介してロープＡに固定した。 

 Ｂ船は、網入れ作業を終えて漁業施設から離れるため、船体に固定した

ロープＡの固定ロープを解いたところ、北東方からの波を左舷船尾部に受

けて浸水し、さらに、左舷船尾部の突起物に掛けたロープＡにより海中に

引きずられ、左舷船尾部から沈下し、半没状態となった。 

 甲板員Ａは、Ｂ船が沈下し始めた際、左舷船尾部の突起物に掛けたロー

プＡを外すために左舷船尾部に向かおうとしたが、Ａ船にいた甲板員に呼

び止められ、その後、平成２２年４月６日０８時３０分ごろ、甲板員Ｂと

共に海中に投げ出され、海中に沈んで姿が見えなくなった。一方、甲板員

Ｂは、Ａ船に自力で泳ぎ着いて救助された。 

 船長は、携帯電話で漁業協同組合を通じて海上保安部へ通報を行い、僚

船及び海上保安庁の巡視船等により甲板員Ａの捜索が開始されたが、甲板

員Ａは発見されずに行方不明となり、死亡認定の手続きが行われて除籍さ

れた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 普通 

海象：波高 約１ｍ、水温 約１℃ 

 その他の事項  甲板員Ａは、泳ぐことができなかった。 

 甲板員Ａは、胴付きのゴム製ズボンを履いていたが、救命胴衣を着用し

ていなかった。 

 甲板員Ａは、Ａ船には通年乗り組んではおらず、本事故当時は手伝いと

して乗り組んでいた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

 

あり 

なし 

あり 

 甲板員Ａは、行方不明となり、死亡認定の手続

きが行われて除籍された。 

 Ｂ船は、花咲港南南東方沖においてＡ船と共に

網入れ作業中、ロープＡを左舷船尾部の突起物か

ら外さずに船体に固定していたロープを外したこ

とから、左舷船尾方からの波を受けて左舷船尾部

が浸水した際、ロープＡにより海中に引きずられ

て半没し、乗船していた甲板員Ａが落水して行方

不明になったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、花咲港南南東方沖においてＡ船と共に網入れ作業

中、ロープＡを左舷船尾部の突起物から外さずに船体に固定していたロー

プを外したため、左舷船尾方からの波を受けて左舷船尾部から浸水した

際、ロープＡにより海中に引きずられて半没し、乗船していた甲板員Ａが

落水したことにより発生したものと考えられる。 
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網入れ作業の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・作業手順を的確に行うこと。 

・救命胴衣を着用すること。 




